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要約；近年の病児保育二一ズの高まりに対応するため・平成4年度からr病児デイケア・バイロット事業」が開始さ

れたのに伴い、その事業の一環として病児保育とその対応に関する調査研究を実施し、次のような結果力鵯られた。

　病児デイケア・パイロット事業における実施施設は、病児デイケアの3型のうち、 タィブUとしての単独（乳児
院）型に属するものであり、疾病の対象や程度にある程度の制限を付して回復期友び一部急性期の病児デイヶアを行

なう性格を持っ。また・地域センターとしての保育を基本とする病児デイケアの1賂咀を持っ点で・保育所併誰型と重

なり、ま為有病時も含め掩日常的対応が可能である点で、医療機関併設型と重な乱これらの特性を持つパイロット

事業実施施設の登録、利用手続き、病児の診察や医療との連携・保母・看護婦の勤務体制、設備・運営・財政等の状

況は、多様であり、今後利用状況を把握しつつ、その標準的あり方を検討する必要があると考えられた。

　一方共働き家庭を主とする保護者を対象に実施した調査結果から、家庭における病気看護に限界のあることが示さ

れ、病児保育制度にきわめて高い二一ズを持っていることが明らかになった。また、、近年地域子育て支援のためのセ

ンターとしての役割が期待されている保育所を対象に実施した調査結果から、保護者程高くはないが3分の2の保育

所が病児保育制度の必要性を認め、4分の1の保育所が自らの保育所に設置する必要性を認めている。

　これらの結果から、医療機関のほか乳児院、保育所等の施設がそれぞれの機能、役割を明確にした地域子育てセン

ターとして病児保育をすすめることの意義は、今後一層高くなると思われた。
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1　目的

　近年、核家族等における子どもの病気中、病後の保育

二一ズがますます高まっている。このため、保護者の勤

務φ都合上緊急の対応が困難であったり、継続して休暇

を取得できない状況にある時に対応する施策として、病

児の看護や保育にかかわるデイケアを配慮する「病児デ

イケア・パイロット事業」が平成4年度から国の補助事

業として開始された。本研究では、病児デイケア・パイ

ロット事業実施施設を主に、利用実態を継続的に把握、

検討するとともに、病児保育に対する社会的二一ズ等を

調査研究し、今後の病児デイケアのあり方を検討する素

材を提供する。、

H　方法

　1　内容
初年度においては、以下の4っの調査を実施した。

1）「病児デイケア実施施設の実態調査」

2）「病児デイケア登録友び利用児童状況調査」

31「病児保育にっいてのアンケート調査＝保育所』

4）r病児保育にっいてのアンケート調査：保護者」

る保育所に通所させている保護者を対象に、表1の通り

の地域及び対象保育所数、保護者数で実施した。

　その内容は家族の状況、病気欠席とその対応の状況・

病児保育に関する意識、意見等5項目17設問である。

表　1　調査対象

保育所調査 保護者調査

公立私立計 保育所数 保護者数

青森市 95463か所 3か所 300人
東京都 78　46124

4 400

金沢市 9　54　63
3 305

大阪府 63　61124
4 420

松江・鳥取 23　31　54 2 210

福岡市 9　54　63 3 300

合　　計 191300491 19 1935

　いずれの調査も平成5年2月に実施し、郵送法により

依頼し、保護者調査は保育所を通じて回収した。

皿　病児デイケア実施施設への調査結果と考察

2調査φ対象と方法
　　〔1） 病児デイケア実施施設への調査

　上記調査のうち1）及び2）は、本年度から開始したr病

児デイケア・バイロット事業」 に参加することとなった

6施設；乳児院5施設、医療機関1施設を対象としてい

る9

r病児デイケア実施施設の実態鯛査』は、開設の目的・

経緯、広報、登録、対象疾思、利用手続き、職員体制、

勤務体制・建物・設備・等19項目準？いて・並びに病児

保育の内容・方法等6項目にっいて、調査を行なうた。

r病児デイケア登録及び利用児童状況調査」は、実施施

設における登録、利用の状況にっいて様式を定め、それ

に基づく回答を依頼した。

　　（2）r病県保育にっいてのアンケート調査』

　r病児保育についてのアンケート調査」は、以下の方

法で実施した。

　　　①保育所に対するアンケート

　病児保育に関わりの深い保育所の所長、職員を対象に

表1の通りの地域及び対象保育所数で実施した。

　　　②　保護者に対するアンケート

　病児保育に対する二一ズを最も有していると考えられ、

　1 調査結果の概要

　6施設の実施状況に関する調査結果の概要を示すと・

表2の通りである。なお、この事業は本年度開始された

ばかりであり、・実施施設の事業開始時期は、平成4年9

月から平成5年2月までに分布している。従って、本年

度は、開設に当たっての各施設の状況を中心に結果をま

とめ、考察することとし、病児への保育、医療、健康管

理等の実態については、平成5年度の状況を含めて検討

を加えることとしたい。

　2　考察
　　ω病児保育の開設の目的と経緯

　いずれの施設においても、本事業の主旨、目的とされ

ている働く母親の二一ズに応じるための地域子育て支援

の必要性と重要性を、それぞれの地域社会で実感し、そ

の実施体制を図り、’本事業に参加したことが明らかにな

った。その際、関係機関・団体の理解、了解並びにこれ

ら関係者との連携の重要性がうかがわれた。病児保育二

一ズの顕在化により、その対応の必要性への認識は、今

後㌣層高まることが予想される。これからのパイロット
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事業の動向によっては、希望施設の増加が予想される。

　　（2）種別・方式

』帆足は、病児デイケアを医療施設型、単独（乳児院）

型、保育所型の3つのタイブに分けている星。バイロット

事菊建櫛設は、単ぢ虫（乎巳思院）型に属し、乳児院型5

施設及び医療機関併設型1施設に分かれる。乳児院型は

さらに、医療付加型4施設及び保育型1施設に分かれる。

医療施設型と異なるところは、疾病の対象や程度にある

程度の制限を付してデイケアを行なう点であるが、保育

所型と異なり、嘱託医、診療医との運携のもとにデイケ

アを行なうことができる。今後・他のタイブとの境界を

検討しつっ、他のタイブにない特長を生かしていくこと

が重要な課題となる。

　　〔3）地域の環境

　すべての施設が、住宅地を抱えている。住宅地や団地

周辺を本拠とすることは、病児保育二一ズヘの対応上重

要な要件となろう。

　　（4）対象児童の年令範囲及び定員

　r病児デイケア・パイロット事業実施要綱」2では、

O歳から就学前を原則とし、状況に応じその他の児童も

対象とすることができるとされている。実施施設の対応

は、おおむねその線に沿っている。学童以上を対象とし

ている施設が2か所である。なお、生後0か月から受け

入れる施設が2か所あるが、乳児院型の特長を生かした

保母・看護婦協働体制と医療保健的配慮が不可欠となろ

う。

　一方定員は、r実施要綱」で定める8名を挟んで幅広

い。この点については、職貝体制、予算面でのバイロッ

ト事業の課題と重なる面が多い。今後バイロット事業を

すすめる過程で、この面の検討を深め、標準的なあり方

を検討していきたい。

　　（5）広報の対象と方法

　病児デイケアを実施していることを、どのような対象

にどの程度広報しているかをみると、広報対象を完全に

限定している施設2か所、部分的に限定している施設1

か所、開放している施設3か所とに3分される。

　地域に数多く存在する保育所型を除く2つのタィプは

いわゆる地域センター方式を採ることが必要となってこ

よう。近い将来部分的乃至全域に広げる意向を示してい

る施設を加えると、5か所が多少ともセンター方式を指

向しており、残る施設②は、保育所併設乳児院の特色を

持っているので、保育所型に近い機能を持っていると言

える。

　　（6）事前登録と登録料

　　「実施要綱』の通り》すべての施設が登録制を採用し

ている。しかし、登録料を徴収しているところは2か所

であり、公的事業の性格を持つ場合はとくにその意義等

については議論が多く、今後の検討課題である。

　登録時の提出書の記載事項としては、10の調査項目の

他、出生前、出生後の発育・発達・健康の状況・体質・

生活習慣・行動の状況、家族・両親の状況が多く示され

ており、必要な情報として含めることを考慮すべきであ

ると思われた。

　なお登録にっいては、全施設が案内・説明を実施して

おり、面接している施設も4か所と高い割合であった。

　　（7）　登録数と登録対象の制限

　登録対象に制限のない施設3か所と、制限がある施設

3か所とに2分され、前者は先のr広報の対象と方法」

でふれたように、いわゆる地域センター型と結びつくも

のである。登録対象の面からみても、今後5施設が地域

のセンターとして指向している。

　なお平成4年度末までの登録状況をみると、開始間も
ないとともあり、未だ普及している状況とは言えない、

むしろ広報、登録を制限している施設は、同一法人内の

保育所を対象としていることなどから、登録数が多くな

っている。今後センター方式の場合の登録数、利用数の

動向が、パイロット事業のその後のあり方を考える上で

重要なこととなろう。

　　⑥ 受け入れに関する事前連絡

　利用手続きの上で、登録とともに重要なものが、デイ

ケアの申請に対する受け入れの手続きである。事前連絡

が前日にあった場合に受け入れる施設が5か所、当日受

け入れを原則としている施設が1か所である。前日受け

入れでも、当日でも受け入れることが可能なところは4

か所である・当日の家族・子どもや施設の状況により判

断する必要が生じる場合も多く、様々な状況に対応でき

るための利用手続きが必要となる。この点では、施設間

の情報交換や研修の機会を通じて望ましい方法等を作り

上げていくことが望まれる。

　　（9）保育時間

　開始時刻は、8時乃至9時、終了時刻は17時半乃至18

時である。基本的には、デイケアとしての役割・機能を

持っており・保育所における保育時間ξ同様の方針です

すめられることが妥当である。この点で、串請が当日の

場合に、対応によっては保育時間及び保護者の勤務状況

に影響を及ぼすと考えられる。また個々には、子どもや

保護者、家族の状況によって、その二一ズに対応した柔

軟な保育時間の設定も必要となる．

　　（10）土曜日・日曜日の扱い

　全施設が土曜日も開いており、日曜、祭日、年末・年

53一



日本総合愛育研究所紀要　第29築

始以外は二一ズに応じることになろう。

　（11）利用料金（保育料）

　それぞれの施設の背景、財政的状況などから、全く設

定が異なっている。このうち、医療機関併設型の施設⑥

は、民間医療施設として運営しているため、最も高額（

1時間600円～700円〉であり、この料金でも経営上不

採算のおそれがあるとしている。急性期｛重症例の場合

の不採算性は高く、保育料の下限としてまた上限として

示した1時間1，000円～1，300円という設定は、手厚い

看護保育を実施する上での採算を考慮した場合の現行基

準として考えられる。施設⑥の場合には、例えば急性期、

重症例に対しては、医療施設型の財政基盤と重なる配慮

が必要と思われる。他の6施設の運営は、何らかの公的

助成を受けてはいるが、パイロット事業の保育料は多様

である。このうち施設⑤は都立であり、保育料は無料で

ある。施設②が適用している大阪市の一時的保育事業の

設定料金は・公的な事業の性格として考慮した場合の参

考となる。また上限としては、施設①が措置費の積算根

拠に基づいた考え方を示し、施設⑤は措置によらない他

の公的事業を参考としており、施設①の倍額となってい

る。さらに施設③も実費計算に基づき施設⑤と同額の工

日3．000円としている。下限については、施設⑤が1目

2，0DO円、半日1，0DOとしている。

　帆足の報告ユ並びに次節で報告する保護者へのアンケ

ート調査結果を参考とし、また今後の利用状況等を勘案

し七、妥当な標準額を検討していきたい。

　（12）病児保育の対象

　単独型の病児保育は、急性期の対応を前提とする医療

施設型、回復期の対応を前提とする保育所型の中間にあ

るものと して位置付けられる。いずれの実施施設におい

ても・この性格を備え・急性期及び回復期の両方を対象

としている。病気、病状でみると、感染初期の病状にっ

いですぺて受け入れている施設は、医療機関併設型のみ

であり・他の施設は回復期のみ受け入れている。医師の

診断で適当と判断された場合は、原則としてすべてを対

象としているととろが1か所、入院治療を必要としなけ

ればすべてを対象としているところが3か所である。ま

た、発熱時、 喘鳴、嘔吐、消化不良、とびひは、半数以

上の施設が受け入れ、障害児は半数、慢性疾患は2か所

である。

　入室を断わる病気、病状としては、感染期の病状のほ

か、エイズ・キャリアや特殊な病気、慢性特定疾患、頻

回の嘔吐などが個々に上げられている。

　病児の受け入れや病中保育のすすめかた等について、

医療付加型、保育型ともに各施設間の憎報交換、研修の

機会を充実させることが期待される。

　（13）契約医師

　単独型における医師の体制は、医療施設型と異なり多

様である。医療機関併設型では、常勤の医師が病児保育

室に配置されているが、乳児院型では、併設病院・診療

所の常勤医師によるものが3か所、併設病院・診療所の

常勤医師及び嘱託医師によるものが1か所、嘱託医師に

よるものが1か所である。乳児院における医療付加型と

保育型の相違による体制のあり方についても、今後検討

すぺき課題であると思われる。

　（14）入室時、入室前の診察

　入室の際には、すべての施設が医師の診察による許可

を前提としている、その方法をみると、指定医師による

ものが3か所・病児保育室の医師によるものが2か所、

指定医師または病児保育室の医師によるものが1か所と

様々である。乳児院型においては、地域特性や医療付加

型か否かによって、望ましい方法が異なってこよう。

　（15）入室中の診察

　入室中の病児の診察の方法をみると、毎日全員を診察

している施設は2か所であり、毎日必要な児だけ施設

で、必要時嘱託医へ、必要時家族が医療機関へが、各1

施設、必要時嘱託医または医療機関へが1施設と、きわ

めて多様である。この点では、医療機閲併設型が、入室

前・時から入室中まで、一貫してケアできる特長を有し

ている。一方乳児院型においては、上記と同じく、地域

特性や医療付加型か否かによって、望ましい方法が異な

ってこよう。

　なお、診察にかかわる診療報酬については、外部の場

合は無関係である場合が当然多く、内部の場合には、診

療所における保険適用が多い。

　〔16）病児デイケア中の保母・看護婦の勤務体制

　パイロット事業においては、「実施要綱』において、看

護婦・保母のいずれかで常時最低2名、うち1名は看護

婦とするとされている。本事業の運営に当たっては、適

切な保育内容とともに、適切な職員体制はきわめて重要

な位置を占める。職員体制は、事業にかかわる経費面か

らみても動向を左右するとさえ言える。

　実態をみると、図1めとおり、事業開始間もなくの施

設を含め、看護婦1名を含む最低2名以上の体制が採ら

れている。しかし何らかの専属体制をとっている施設は

4か所であり、常勤専属職員を採用しているところは、

そのうち3か所である。児童4名の場合、保母、看護婦

各1名が4か所、保母2、看護婦1、計3名が2か筋で

ある・児童6名の場合、回答のあった4施設のうち、5

名、4乃至5名、3名、2名が各1施設ずつであり、全
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体的にr実施要綱』の4＝1の基準を越えた運営を指向

している。保育の対象としては、乳児が含まれているこ

と及び病児であることを勘案するならばr児童福祉施設

最低基準」も参考とし、2：1の体制を標準とすること

が望ましい。今後の実態の動向をみながら、基本的な基

準設定が必要と考えられるが、児童定員を8名とした場

合は、最低3名の配置が望まれる。

　〔17）規模・設備

　乳児院型は、既存の建物、設備の中で事業をすすめて

いるので、20～40㎡前後のところが多く、医療機関併設

型が共用部分を含め約400㎡であるのに比し、相当の差

がみられる。今後定員の設定と利用状況との関連をみつ

つ、プレイルーム、ペッドルーム等の標準的規模を検討

していきたい。

①

②

　　乳児2名、幼児2名　計4名の場合

　8910U1213141516171819時
　　　　　懸｛呆母
　　　　　（塑贋看護婦　予定）

9＝00←目目昌目常勤兼務保母目目図⇔18：00

9：00⇔ロ目目自常勤兼務保母‘目篇⇔18；00

9＝00⇔目目目昌常勤兼務看護婦彌目⇒18：00

乳児3名、幼児3名　計6名の場合

89101U213工41516171819時

9＝00⇔庸目目。常勤兼務保母目目目⇒18：00

－9：00⇔目目目目常勤兼務保母昌ロ国⇒18＝OD

9：00⇔目自自麟常勤兼務保母ロロ国⇒18＝00

（9；00⇔国ロ目曽常勤兼務保母目ロロ⇔18：00）

9＝00⇔自目曽目常勤兼務看護婦ロ国⇒18：00

③　ε；00⇔目ロロ目常勤兼務保母ロロロ国⇒17＝30

　　8；00⇔。目目目常勤兼務看護婦目目目⇒17：30

④9＝00㌍ロ。』国非常勤蟹保母rr⇔18；009＝00⇔目目。目非常勤魑保母目ロ⇔18：00

　　8：30⇔目蔚目昌常勤専属看護婦目目r⇔17＝308：30⇔目目目ロ常勤専属看護婦目目目⇔17；30

⑤　8＝00⇔昌ロロ国常勤兼務保母頃目目目⇒18＝008：00⇔目目目目非常勤蔓蟹保母目ロロ⇒18：00

　　8：00⇔目昌苧。常勤兼務看護婦儒目目⇔18；00 9：00⇔日目自非常勤兼務保母ロロ⇒17＝00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8：00⇔目目。骨常勤兼務看護婦目自目⇔18＝00

⑥　8＝00⇔目目目閏齢保母国目目自⇒18：008：00但聞ロロロ懸1呆母ロ国営目⇔18：00

　　8＝00⇔目目。目非常勤型質保母目ロロ⇒18：008：00←嘗嘗。目非常勤蔓贋保母。ロロ⇔18＝00

　　8：00⇔目目目目賞勤劃琶看護婦ロ国目⇒耳8；008＝00⇔目目昌目非常勤兼務保母目目甫⇔18＝00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8：00⇔自目自目箪勤璽墨看護婦』ロロ⇒13＝60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8＝00⇔目目目目常勤兼務看護婦国目昌⇔18＝00

図1　パイロット事業6施設における保母、看護婦の勤務体制
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表2－1

　　　　　日本総合愛育研究所紀要　第29・築

パイロット事業6施設における事業の実施体制の状況

施設① 施設② 施設③
種別・方式 乳児院医療f寸加型・保育所 乳児院医療付加型・保育所 乳児院医療付加型・セン外方式

所在地 金沢市 大阪市 松江市

開始年月 平成4年12月 平成4年1唄 平成4年12月

地域の環境 住宅地 住宅地・団地周辺 住宅地

利用対象年齢 0か月～ 産休明け（0歳）～4嘲底学年 0歳～4歳

定員 人 14人 4人（最大5人）

広報の範囲 限定型（同一法人内保育所） 限定型（併設保育園学童） 開放型

登録の範囲 制限あり（広報範囲に同じ） 制限あり（広報範囲に同じ） 制限なし

登録数及び登録料 35人・なし 100人・1000円（年） 33人・なし

事前連絡 前日及び当目の連絡可 前日及び当日の連絡可 前日及び当目の運絡可

保育時間 午前8時30分～午後6時 午前9時～午後5時30分 午前8時～午後5時30分

土・日曜日の扱い 土曜日は希望時間考慮
・祝日は原則として休み

土曜日は平日と同じ
・祝日は休み

土曜日は午後1時まで
・祝日は休み

利用料金 1日1000円・半日700円 ＊1目平均工500円 ＊1日3000円

病児保育の対象 急性期・回復期 急性期・回復期 急性期・回復期

契約医師 併設病院医師・嘱託医師 併設病院医師 併設病院医師

入室時・前の診察 指定した医師の診察許可 原則として医師の診察許可 併設病院医師の診察許可

入室中の診察 必要時に家族が連れていく 毎日必要な児のみ診察 必要時のみ診察

規模・設備 鉄筋2F（28．6㎡）
察隔離室

鉄筋2F（60㎡）
察隔離室他

鉄筋1F（11．25㎡）

察隔離室

経営と財政問題 補助金＋保育料のみでは困難 保育料のみの独立採算は困難 補助金＋保育料・人件費節約

その他 今後地域に広げていきたい ＊大阪市一時保育事業と同様 ＊通常のデイケアが2800円のため
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　網野他：2．病児保育の二一ズとその対応に関する研究

パイロット事業6施設における事業の実施体制の状況　施設④～⑥

施設④ 施設⑤ 施設⑥

種別・方式 乳児院単独型・センター方式 乳児院医療付加型 医療機関併設型・センター方式

所在地 福岡市 世田谷区 大阪市

開始年月 平成4年9月 平成5年2月 平成2年7月

地域の環境 住宅地 住宅地 商業・小工場・住宅地

利用対象年齢 0か月～6歳 0か月～4歳 3か月～上限なし

定員 8人 4人（最大5人） 10人（最大30人）

広報の範囲 開放型 部分限定型（都内医療関係） 開放型

登録の範囲 制限なし 都内医療機関関係者 制限なし

登録数及び登録料 15人・1000円（年） 6人・なし 16人・なし

事前連絡 前日及び当日の連絡可 前日（空室のみ当日連絡可） 当日の連絡可

保育時間 午前8時30分～午後5時30分 午前8時～午後6時 午前8時～午後6時

土・日曜日の扱い 土曜日は平日と同じ
・祝日は休み

土曜日は平日と同じ
・祝日は休み

土曜日は要望ある時のみ開室
・祝日は休み

利用料金 1日1000円 無料（東京都立のため） 1時間600円～700肖

病児保育の対象 急性期・回復期 急性期・回復期 急性期・回復期一

契約医師 嘱託医師（年額24万円） 併設病院医師 病児保育室の専属医師

入室時・前の診察 嘱託医師の診察許可 併設病院医師の診察許可 病児保育室医師の診察許可

入室中の診察 必要ならば連れていく 毎日全児を診察 毎日全児を診察

規模・設備 鉄筋3F（45㎡）
ッドルーム・食堂他

鉄筋1／4F（1β．96㎡）

察隔離室

鉄筋3F（386㎡）

レイルーム他

　　　　　　　経営と財政問題 補助金÷保育料のみでは困難 季節変動のため行政補助必要 補助金＋保育料不採算事業

その他 施設は職員宿舎を活用 二一ズが少なければ開放型に 4歳未満700円、以上600円
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IV　病児保育についての調査結果と考察

　1　保育所に対するアンケート

　（1）回収率

　全国6地域の無作為に選ばれた491の保育所に調査票

を郵送し、164の保膏所から回答を得た。回収率は33．4

％であったo回収率が低かったのは、調査の時期が3月

で、年度末のために多忙であったことにもよろう。

　回収率を地域別にみると、金沢市（44．4％）、來京都（3

7．9％）ではやや高く、大阪府（2LO％）ではやや低く、 青

森布、鳥取市・松江市、福岡市はいずれも33．3％であっ

た。

　設置主体別にみると、私立（37．0％）の方が、公立（27．

7％）よりも、回収率は高かった。

　（2）回答者

　回答者は、保育所畏が約半数であり（54．9％）、その他、

主任保母（25、6％）、保母（7．3％）、看護婦（2．4％）、その

他・記入なし（9．7％）となっていた。回答者の年齢は、4

0代と50代が主で（それぞれ36．6％と32．9％）、次いで60

代と3D代（U．6％とH．0％）となっていた。

　なお、回答者の保育所で特別保育を実施している割合

は、産休明け保育41．5％、乳児保育74．4％、延長保育

（特例保育）48．8％、夜間保育0．6％、障害児保育51．8

％、その他の特別保育1α4％であった。本研究のテーマ

である病児保育を行っている保育所はなかった。なお、

本調査では、病児保育を「保育所にかよっている児が病

気になり、保育所であずからてもらえないときに、一時

的に（1日～数日）あずかり・スタッフ、設備の整った

ところで・病状に応じた保育をすること」と定義した。

　（3）病児保育にっいて

　「病児保育」あるいは「病児デイケァ」ということば

はよく知られていた（表3）。設置主体別にみると、公

立保育所では100％知られていたが、私立保育所では87．

3％であった。

　これらのことばを知った経路は、新聞やテレビからが

もっとも多かった。興味深いことは、保育所や病院に併

設されている例を知っているというのが第2位、第3位

となっていることである。これは、今回の調査が前述の

病児デイケアパイロット事業実施施設のある地域を対象

としたことによるのかもしれない。

　自分の保育所に病児保育寵を設ける必要性の有無にっ

い ては、1／4の25．0％が必要ありとし、約3／4は必

要を認めていない。これを設置主体別にみると（図2）、

必要ありとする頻度は公立と私立でほとんど差がない

（26，4％と24，3％）が・必要はないとするのは私立にや

や多く（公立67．9％、私立73．9％）、記入なしは公立に

やや多かった（5．7％とL8％）。しかし、τ2検定で有意

差は認めなかった。

　保護者に病児保育室の利用をすすめるか否かは、約

半数は必要なときには利用をすすめるとしている◇利

用をすすめないとしたのは20．7％と、比較的少なかっ

た。すすめるかどうかわからないという回答が22，7％

あったが、これは「病児保育」ということばは知って

いても、その実態がわからないために判断できないと

いうことを反映していると考えられる。設置主体別に

みると（図3）・利用をすすめるとするのは公私で差

がない（公立52，2％、私立53．8％）が、すすめないは私

立保育所にやや多く（15・2％と23，1％）、わからないは

公立保育所にやや多かった（28．3％と20，2％）。しかし、

これらの差は有意ではなかった。　病児保育制度にっ

いては、約2／3が必要であるとし、不必要としたの

は亙8、5％にすぎなかった（図4）。設置主体別にみる

と、公立保育所は必要であるとするものがやや多く（公

立72，0％、私立62．6％）、私立保育所は不必要（16．0％

と19，6％〉あるいはわからない（10．0％と14．0％〉がや

や多かった。しかし、これらの差は有意ではなかった。

　病児保育室を新たに設置する場合には、約半数が医

療機関に併設するのがよいとしているが、地城に病児

保育室があるのがよい、保育所の中で対応するのがよ

いとするのも少なくなかった（表4〉。病児保育室の

設置のしかたは、公立保育所と私立保育所では意見が

異なり、公立は医療機閲に併設するのがよいというの

は少なく（公立37．7％、私立56．8％）、地域の病児保育

室（26．4％、15，3％）あるいは保育所の中で対応すべき

（22．6％、19．8％）とするのが多かった。しかし、この

差も、例数が少ないために有意ではなかった。

　以上の結果から、保育所では「病児保育」あるいは

「病児デイケア」ということばはよく知られているこ

と、および制度としての病児保育の高い必要性が明ら

かとならた。そして、必要な場合には保護者に利用を

すすめるとするものが多かった．しかし、自分の保育

所に痛児保育室を設置することにはあまり積極的では

ないようであった。これは、病児保育ということばを

知っていて、必要性は認めても、 病児保育にまだなじ

みがなく、病児を保育することへの不安などによるの

ではないだろうか。病児保育室の形態としては、医療

機関に併設するのがよいとするもの’ 翁半数であうた

が、地域に病児保育室があるのがよい、保育所の中で

対応すべきであるとするものも少なくなかった。これ
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らの意見は、現在考えられている病児保育の3っのタイ

プ（帆足英一ほか、1993）しのそれぞれに存在理由があ

ることを示しているといえよう。

　2　保護者に対するアンケート

　（1）回収率

　前項の「保育所に対するアンケート」を実施した保育

所の中から地域別に無作為で選ばれた19の保育所に計貢9

35名分の保護者に対するアンケートを郵送し、各保育所

をとおして協力を依頼した。回答数は550であり、回収

率は28．4％となる。しかし、アンケートは保育所の定畏

より若干多く郵送しており、各保育所で何人に配布した

かは確認できないので、正確な回収率は明らかでない。

ここで示した回収率よりも高くなると思われる。

　（2）回答者およびその家族

　回答者はほとんどが母親であった（95．6％）。

　子どもの年齢は、4歳児をピークとし、3歳児～6歳

児で74％となっていた。0歳児は少なく、わずか1．1％

にすぎなかった。男女の比率はほぼ同じであった。

　子どものき・ようだい数は、一人っ子27．5％、2人きょ

うだい46，7％、3人きょうだい20．5％、4人きょうだい

以上4，5％、記入なし0．7％であった。

　祖父母のいずれかあるいは両方と同居しているのは27．

7％であった。

　保育所への入所理由は、夫婦共働き85．3％、単親家庭

9． 8％が主であった。

（3）保育所の欠席日数

　図5は、過去1年間における子どもが病気で保育所を

休んだ日数と、そのために父母が仕事を休んだ日数の概

略を示したものである。

　子どもが1年闘に病気のために保育所を休んだ日数は、

0日から90日までで・0日（2．9％）・1～4日（8．6％）・

5～9日（16．9％）、10～14日（18．7％）、15～19日（7．6％）

、　20～24日（12．7％）、　25～29日（3．6％）、　30～39日（11．1

％）、40日以上（7．8％）、記入なし（10．0％）であった。20

日以上休んだのは35．2％であった。日数の分布が正規分

布ではないので代衷値に中央値をとると12日（第1四分

位数は7．0日、第3四分位数は24．5日）であった。

　子どもの年齢別にみると（図6）、年齢が低いほど、

休む日数が多く、4歳までは約半数が20日以上休んでい

る。 このように、子どもはいわば「病気をするもの」と

いえる。そして当然のことながら、子どもが病気で保育

所を休むことは、父母の仕事に大きな影響を与える。

　子どもの病気のために父母が仕事を休んだ日数（図5）

を検討すると、①母親ではまったく休まなかった人は11．

3％にすぎず、逆に20％は20日以上休んでいる、②父

親にっいては無記入が多いが、全体の38％はまったく

休まず、20日以上休んだのは2名（0，4％）だけであっ

た。母親が休んだ日数の中央値は7日（第1四分位数

は3日、第3四分位数は15日〉であり、父親では中央

値は0日（第1四分位数は0日、第3四分位数は1日）

であった。

　子どもの年齢別に父母が仕事を休んだ日数をみると

（図7、8）、①母親では子どもの年齢とともに休ま

ない人が増加する、②父親は子どもの年齢と関係なく

仕箪を休むことは少ない、といえる。

　このように、子どもは年齢の小さいほど病気で保育

所を休むことが多くあり・そのときには母親が仕事を

休むことで対応することが多い。しかも、通常の有給

休暇の限度である20日を超えても休まざるをえないこ

とも少なくない。もちろん子どもの病状を考慮しなけ

ればならないが、このような仕窮の中断は、母親のみ

ならず、母親の属する職場においても、また雇用者に

も大きな問題といえよう。

　（4）仕事を休むこと

　仕事を休むことにっいては、安心して休めた（24．5

％）、休みにくかった（52．9％）、その他（6．2％）、記入

なし（16．4％）と、約半数で休みにくいことが指摘され

ている（図9）。

　仕事を休むことで仕嚇上の不利益があったか否かに

ついては、とくになかった（50．4％）不利益があった（3

3．1％〉、記入なし（16．5％）と、約1／3の人が不利益

があったとしている。

　たとえ有給休暇があづたとしても、現実には安心し

て仕事を休むことはできにくく、むしろ気兼ねしっつ

休むことが多いし、仕事上の不利益をこうむることも

少なくないといえる。

　（5）子どもが病気で保育所を休むときの対応（復数

　、回答）

　子どもが病気で保育所にいけないときどのように対

応しているかは、母親が仕事を休むことがもっとも多

かった（8D．5％）（図10）。次いで、祖母に頼む（55．5

％）であった。その他には、さまざまな対応がされて

おり、父親が仕帯を休む（14．7％）、職場に連れていく

（M．7％）、親戚に頼む（6．9％）、保育所にいかせる（3，

8％）、病児保育室を利用（3．3％）、友人・知人に頼む

（2．9％）、ベビーシッターに頼む（0．9％）、その他（7．1

％）であった。母親が仕礁を休むことと、穏母に頼む

ことを除いては頻度が低いことが注目される。

保育所に行かせる・職場に運れていくというのは・望

一59一



日本総合愛育研究所紀要　第29樂

ましい対応とはいえないだろう。仕串を休むことができ

ず、やむなくしているのであろう。

　（6）病児保育について

　病児保育ということばを知っていたのは約1／3であっ

た（表5）。

　病児保育を知っていた場合、その情報源は、新聞・テ

レビからが多く、その他は少なかった。自分が病児保育

を利用するか否かは、利用する、利用しない、わからな

い、にほぼ三分された（それぞれ34．5％、23，8％、37，6

％）。わからないとするのが比較的多かったが、これは、

まだ病児保育になじみがないことによるのであろうし、

あるいは病気のときには親として世話をしたいという気

持ちにもよるのであろう。

　自分の利用の有無にかかわらず、制度として病児保育

を必要と思うか否かは、圧倒的に必要であるという意見

が多かった（80．6％）（図4）。必要でないとするのは3．

3％にすぎなかった。

　自分が利用するかどうかは別にしても・制度としては

病児保育があってほしいという強い期待があるといえよ

う。

　（7）病児保育の利用料

　病児保育を利用するとした場合、その料金にっいては、

無料から12000円までにわたっていたが、平均では2117

円であった。金額の分布が正規分布ではないので、 中央

値を求めると・2000円（第1四分位数は1000円・第3四

分位数は3000円）であった。

V　総括

　1　病児保育への二一ズとその必要性

　保育所職員および保育所を利用している保護者を対象

とした「病児保育」に関する調査にもとづき、病児保育

への二一ズにっいて検討したい。

　まず、制度としての病児保育にっいては保育所職貴

（約半数は保育所畏である）は約2／3が病児保育制度

を必要と認めている。保護者は約80％が病児保育を必要

と主張している。病児保育に対する二一ズはきわめて高

いといえよう◇

　その背景としては、保育所を利用している保護者が、

子どもが病気になったときの対応に大変苦慮しているこ

とを指摘することができよう。今回の調査では約半数の

子どもが病気で1年間に11日以上保育所を休んでいたし、

とくに年齢が低いほど休むことは多い。子どもが病気で

保育所を休むときの対応は、母親が仕事を休むか、祖母

に頼むということが主であった。有給休暇があっても、

現実には安心して休めることは少なく、仕事上の不利

益をこうむることもある。

　現在、子どもが病気のとき親が取り得る選択肢はか

なり限られたものである。厚生省の児童関連サービス

実態調査（厚生省児童家庭局，1993）3によれば、無

認可保育施設やベビーシッターを利用する理由の中に、

「子どもが病気でも利用できる」ことが少なくない

（無認可保育施設利用者12，4％、ベビーシッター利用

者25．5％）。また、実際に利用して満足した点として

も「子どもが病気のときでも利用できる」ことがあげ

られている（19，7％と32，7％）。親にとっては、子ども

が病気のときの対応は切実な問題といえよう。本調査

の結果で示された、「職場に連れていく」とか「保育

所にいかせる」などは、問題の切実さを表している。

　病児保育は、保護者にはまだよく知られていないが、

子どもが病気のときに親が取り得る選択肢の1っとし

て期待される。

　2　病児デイケア実施施設の與施体制と課題

　本年度より開始された「病児デイケア・パイロット

事業」は、上述のような高まる病児保育の二一ズと対

応の必要性を考慮し、既に全国的に少数ではあるが施

行されてきた病中あるいは病後の保育実践を踏まえ、

国の施策としてパイロット的にスタートしたものであ

る。実施施設の事業開始は、本年度下半期以降であり、

対象となった病児の数もまだ非常に少ない。従って本

年度の研究においては、実施状況よりも6施設のパイ

ロット事業の実施体制について実態を調査した結果に

っいて、検討を加えることが主となった。

　実施施設が本事業を開始しようとした動機として、

本事業の主旨、目的とされている働く母親の二一ズに

応えるための地域子育て支援の必要性と重要性を実感

したことが共通に指摘されるところである。本研究で

示された病児保育への潜在的、顕在的二一ズの高さは、

病児保育の知悉度が高まることにより、一層強まると

考えられる。この点で、児童福祉施設における地域子

育て支援のメニューの山っとして、病児デイケアが徐

々にある程度まで普及することが予測される。その役

割を果たし得る施設として、．保育所および乳児院があ

る。

　これまでの病児保育の実施体制と実施状況、全体的

な動向については、既に引用してきた帆足英一他によ

る厚生省心身障害研究r小児病児デイケアに関する研

究」1において詳細に、総合的に検討が加えられてき

た。その中で、我が国の病児デイケアを医療施設型、

一60一









日本総合愛育研究所紀要　第29集

単独（乳児院）型、保育所型の3つのタイプに分け、そ

れぞれの特徴、役割を明らかにしている。本パイロット

事業実施施設は、単独（乳児院）型に属し、乳児院型5

施設、医療機閲併設型1施設に分かれた。乳児院型のう

ちほとんどが医療付加型である。従って、この型の特徴

は、医療的ケアを考慮しっつ本来のデイケアの専門性を

発揮できるところにある。すなわち、他の2型と役劃が

重なるものの、医療施設型とは、疾病の対象や程度にあ

る程度の制限を付す必要がある点で役割を異にし、保育

所型とは、嘱託医、診療医との連携のもとにデイケアを

行うことができる点で役割を異にする。この特徴は、全

国的にも保育所よりはるかに数の少ない乳児院の病児デ

イケアの特徴を発揮できる点である◇また、今後病児保

育の二一ズが一層高まるならば、保育所型のうち、医療

との連携を強めたタィプの一っのモデルとして参考にな

り得るであろう。

　このような特微をもっ実施施設は、広報や対象児の範

囲などの翼状や今後の方針をみると地域センター型を指

向する傾向が高いことなど、比較的共通な面がみられる

一方、登録の方法、利用手続き・病児の診察や医療と

の連携、職員の体制、設備・運営、財政等の状況は、

多様である。とくに保母、看護婦の職務体制および利

用料金（保育料）のあり方は、パイロット事業を今後

モデル事業として普及させる上で検討を必要とする重

要な課題である。次年度の登録、利用状況を調査しつ

つ、とくにこの面のあり方を検討していきたい。
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